
（歳入）
・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 342,537 千円

（歳出）
・地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障施策に要する経費 8,634,024 千円

（単位：千円）

国庫支出金 県支出金 市債 その他
地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

その他

障がい者福祉 1,457,990 667,639 373,409 0 3,054 34,367 379,521

高齢者福祉事業 623,452 352,731 2,494 0 8,171 21,594 238,462

児童福祉事業 2,817,067 1,219,019 484,226 0 274,268 69,712 769,842

母子福祉事業 7,817 1,030 642 0 550 465 5,130

生活保護扶助事業 869,699 643,031 11,156 0 10,764 17,001 187,747

小計 5,776,025 2,883,450 871,927 0 296,807 143,139 1,580,702

国民健康保険事業
（特別会計繰出金）

738,323 69,657 217,822 0 0 37,435 413,409

介護保険事業
（特別会計繰出金）

866,875 6,686 3,558 0 0 71,130 785,501

後期高齢者医療事業
（特別会計繰出金）

863,515 0 157,724 0 0 58,605 647,186

小計 2,468,713 76,343 379,104 0 0 167,170 1,846,096

病院事業
（特別会計繰出金）

358,117 0 0 0 0 29,736 328,381

疾病予防対策事業 8,427 0 469 0 0 661 7,297

医療提供体制確保事業 22,742 0 0 0 685 1,831 20,226

小計 389,286 0 469 0 685 32,228 355,904

8,634,024 2,959,793 1,251,500 0 297,492 342,537 3,782,702

※各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金（社会保障財源化分）を案分して充当しています。

合計

　　　平成２８年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
　　　社会保障施策に要する経費について

　平成26年4月1日から消費税率（国・地方）が5％から8％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の
増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　平成２８年度の小林市一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおり
となります。

社会保険

保健衛生

一般財源特定財源

財源内訳

経費事業名

社会福祉


